
（平成２２年４月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 1 件

厚生年金関係 1 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 2 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 1 件

年金記録確認和歌山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



和歌山厚生年金 事案 496  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、24 万円に訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間のうち平成９年８月１日から同年 10 月１日までの期間につ

いて、事業主が上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立期間のうち平成 11年 10月１日から 16年 11月１日までの期間に

ついて、事業主は、上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正

前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成９年８月１日から同年10月１日まで 

② 平成11年10月１日から16年11月１日まで 

私は、Ａ社において給与から健康保険料及び厚生年金保険料を控除されて

いたが、その控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所（当時）の標準

報酬月額に係る記録が相違している月があるので調査し、記録を訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報

酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる保険料控除額から、平成９年８月、12 年１月から同年６月まで、同年９



月から 13 年 10 月まで、14 年１月、同年５月及び 15 年４月については、24

万円に訂正することが妥当である。 

また、平成９年９月、11年 10月から同年 12月まで、12年７月、同年８月、

13年 11月、同年 12月、14年２月から同年４月まで、同年６月から 15年３月

まで及び同年５月から 16年 10月までの期間については、給与明細書及び源泉

徴収票等の報酬月額又は保険料控除額を確認できる資料の提出は無いが、申立

期間のうち給与明細書において保険料控除額が確認できる月の当該控除額に

基づく標準報酬月額はすべて 24 万円で一定していることが認められることか

ら、24万円と訂正することが妥当である。 

なお、申立人の申立期間①に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、申立人の申立期間②に係る保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は不明としているものの、給与明細書において確認又は推認で

きる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されている

標準報酬月額が長期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与明細

書で確認又は推認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額を届け出ておら

ず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保険料について

の納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



和歌山国民年金 事案 565  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 44年４月から 47年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年４月から47年３月まで 

昭和 49 年８月ごろに夫が私に代わり国民年金の加入手続を行い、銀行の

預金から１万 5,000 円を引き出して申立期間の国民年金保険料として１万

2,950円をＡ市町村（現在は、Ｂ市町村）役場の窓口で納付してくれた。 

申立期間が国民年金保険料の納付済期間となるよう記録の訂正を希望す

る。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及びその夫は、昭和 49 年８月ごろに夫がＡ市町村役場において初め

て申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料として１万

2,950円を納付したと主張しているが、Ｂ市町村が保管する国民年金被保険者

名簿によると、申立人の国民年金手帳の交付日は 47年 10月 27日であること

が確認できる上、保険料を納付していたとする 49 年８月ごろは、第２回特例

納付期間に当たり、特例納付制度を利用して申立期間の保険料を納付する場合

に必要となる金額は３万 2,400円であることから、申立人及びその夫の主張に

は不自然さが見られる。 

また、前出の国民年金手帳の交付日時点は、特例納付ができない期間に当た

り、申立期間の一部は時効により国民年金保険料が納付できない期間である上、

別の国民年金手帳が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

さらに、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料納付をうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



和歌山厚生年金 事案 495  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和34年12月１日から同年12月31日まで 

② 昭和35年１月５日から同年５月31日まで 

私は、Ａ社(現在は、Ｂ社)に昭和 35 年６月１日付けで職員として採用さ

れたが、それより前の申立期間①についてはＡ社Ｃ部Ｄ事務所で臨時職員と

して、申立期間②については同Ｃ部Ｅ事務所で試用職員として勤務していた。 

以上のとおり、申立期間について勤務していたにもかかわらず、当該期間

の厚生年金保険記録が無いので記録の訂正を申し立てる。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社から年金関係業務を承継しているＦ法人が保有

する申立人に係る人事記録によると、当該期間の記録は確認できず、また、申

立人が勤務していたとする当時の同僚も確認できない。 

一方、申立期間②については、Ｆ法人が保有する申立人に係る人事記録によ

ると、申立人が申立期間のうち昭和 35年１月８日から同年３月 31日までは臨

時雇用員として、同年４月１日から同年５月 31 日までは試用員として、Ａ社

Ｃ部Ｅ事務所に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｆ法人は、「申立期間①及び②当時、Ａ社では、臨時雇用員

及び試用員については、職員に適用されたＧ組合員資格が付与されていなかっ

た。また、Ａ社が臨時雇用員等を厚生年金保険に加入させることを制度化した

のは昭和 38年 10月１日以降であり、申立期間①及び②当時、臨時雇用員及び

試用員は厚生年金保険に加入させていない期間である。」と回答している。 

さらに、申立人が記憶する申立期間②当時の同僚のうち連絡が取れた一人に

ついても、臨時雇用員及び試用員であった期間に厚生年金保険の加入記録は確

認できない上、当該同僚は、「昭和 35年５月 31日までは臨時雇用員だったの

で、社会保険は適用されていなかった。」と供述している。 

加えて、オンライン記録によると、Ａ社Ｃ部が申立期間①及び②において厚

生年金保険の適用事業所であった記録も確認できない。 

このほか、申立人が申立期間①及び②において、事業主により給与から厚生



年金保険料を控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


